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第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係)
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事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書
〇

・変 動

アバンティピル管理組合
京都シティ開発株式会社

アバンティビル管理者
代表取締役 長谷川 工十京都市南区束九条西山工町 31番 地

特定事業者の

主たる業種 区分所有ピルの維持管理

該当する事業
者要件

解 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算
して〕1500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はパス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規貝J第10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に決算して3,000トン以上))

好

「

計 画 期 間 平成 18 年  4 月 平成  20 年 月

基 本 方 針 エネルギーの有効利用の促進 (空調、照明等の通正化)に より、 1 9%以 上のC02排 出量の削減を目指す。

推 進 体 制 ビル管理者を本部長とする地球温暖化対策本部の設置と実施計画の策定、例月の進妙管理システムを構築する。

年度 ことの具
体的な取組及
び措置

年 度 設 備 、対 象 、 工 程貧 計 回 内 容

18～ 19 商業施設
向来拠杖てほのるか、服各フー ヒスの低 ドを■かない限度で 全 樹の週止イじよ ひ照明のコ止イしに劣

ぬ 都 市 ア文前7京!r雷り1静臼母 力削減オ ス

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

丞準年度 (冥槙,
(17)年 度

(二酸化炭素換算 (1))

日標午慎 (Br四'
(19)年 度

くこ酸化炭菜掟算 (1)) 碑鉤∽A事 業所等排出区分 4,086 1 41007 t -1 9 %

B輸 送車両排出区分 O t O t 0 %

Cそ の他排出区分 O t 0%

排出合計 Ⅲ】       4,086t 2       4,007t -19%

その他の地球
温暖化対策 に

よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

等 く二酸化炭素換算 (t

森林の保全及び整備 (難備面積) (吸収豊) t

府内産の本材の利用 〈利用重) mJ (肖」渡息) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

〈売電登) kwh (削減量) t

(熱快絡畳) く削減量) t

グ リーン電力の購入 (購入量) (HJ渋重) t

消嚇 量等合計 t

差 引排 出量

(ヨト出合計―朗競等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
Ⅲ1                 4 0Rn t |,‐Ⅲ〕    4,007t - 1 9 %

特 記 事 項 増加し続ける電気使用量及びガス使用量の効率化を図るため、平成 14年 に熱源設備の入れ替えを実施した。

連  絡   究 担 当  部   署

担 当 者 氏 名

住 所

電
，
■
ロ 番 号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号

I■l該 当する□には レ印を記入してください。特定事業者以外で白主参〕口される事業者の方は、レ印の記入は不要です。

2「 基準年度」とはgl口期間の前年度を r日 採年度Jと はSl画期間の最終年度をいいます。

3「 事業所等排出区分」とは、京都府内の事業所等の事業活IJのためのエネルギーの使用にJをい発生する温室効果ガスを 「輸送車両り,出区分」と
は 自動車迎送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とするHL両の排出する温室効果ガスを 鉄 道軍業者については保有する貨物車両又
は旅客=両 の排出する品空効果ガスを 「そのrt排出に分Jと は 上 記以外の京都府内における事業所等の事業活動に4い 発生する温室効果ガス
をいいます。

4 r4ャ記事項」には 平成2年度 (1990年 度)を 水辞とした排出量の対比やエネルギー原単位C02排 出量 省 エネ製品Fll発などlt者の温ヨ効果
ガス排出 Uヽ演への貢献、グリーシ調達の採用 特 定フ白ンなどの条例指定外のYR室効果ガスの削減などを記入してくださいち


